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国 営 整 第 ５ １ 号
国 住 備 第 １ ８ 号
平成 2 2 年 5 月 3 1 日

建設業労働災害防止協会　会長　殿

国土交通省

大臣官房官庁営繕部整備課長

住宅局住宅総合整備課長

建築物及び住宅の建設工事における足場からの墜落事故防止等について

標記につきましては、従来から特段の配慮をお願いしてきたところですが、今般、国土交通省

が発注する営繕工事については別添１のとおり、また、公共住宅の建設工事については別添２の

とおり通知文を発出し、足場からの墜落事故をはじめとする建設事故防止を図ることとしました

ので、参考に送付いたします。

貴団体におかれましては、営繕工事及び公共住宅建設工事における足場からの墜落事故防止等

に努めていただくとともに、これらの取り組みを参考として、建設工事全般にわたって、事故防

止に努めていただくようお願いいたします。

国 営 整 第 ４ ０ 号
国 営 設 第 ２ ６ 号
平成 2 2 年 5 月 3 1 日

北海道開発局　営繕部長

各地方整備局　営繕部長　　　　 あて

沖縄総合事務局　開発建設部長

大臣官房官庁営繕部

整　備　課　長

設備・環境課長

平成22年度における営繕工事事故防止重点対策の実施について

営繕工事における事故防止については、従前より公共建築工事標準仕様書の施工中の安全確保

等の規定に基づき対応を行ってきたところである。

近年、労働災害は減少傾向にあるものの、依然として多くの死亡者が出ており、建築工事にお

ける死亡事故については、約６割が墜落によるものである。このため、営繕工事においても足場

等からの墜落事故防止対策等を重点的に実施してきたところである。

別添１
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今般、営繕工事において下記のとおり、平成22年度における事故防止重点対策を実施すること

としたので適切に措置されたい。なお、別添のとおり直轄土木工事を対象に「平成22年度におけ

る建設工事事故防止のための重点対策の実施について」（平成22年３月31日付け国官技第334号）

が通知されており、参考とされたい。

記

１．足場からの墜落事故等防止対策

（1）工事で設置する足場は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働

省　平成21年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の

組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん

及び幅木の機能を有するものを設置するものとし、適切に費用を計上するものとする。

（2）工事現場に設置された足場に対しては、同ガイドラインの「第６　留意すべき事項」に示

される次の事項について、確実に履行されるよう請負者に働きかける。

１）足場の構造

２）足場の組立て作業

３）足場の点検等

４）足場を使用する作業等

（3）足場の点検強化に関する措置として、足場の組立て、解体又は変更時の点検は、当該足場

等の組立て作業を担当した者以外の専門知識を有する者により点検を行うよう請負者に働き

かけるとともに、必要に応じ、その点検結果の確認等を行う。

（4）（1）に関連して、厚生労働省労働基準局安全衛生部長から都道府県労働局長及び業界団体

の長宛てに、「足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について」（厚生労働省

平成21年４月）が通知されているので、あわせて参考とすること。

２．屋根工事等に係る安全対策

屋根面等からの墜落事故防止対策として、必要に応じ、建方作業台、渡り歩廊、墜落防護さ

く等のJIS. A 8971（屋根工事用足場及び施工方法）による足場及び装備機材の設置を請負者に

働きかける。

３．営繕工事における発生事故等を踏まえた安全対策

安全協議会等、工事現場で請負者が行う工事事故防止の取組の中で、今までに営繕工事で発

生した事故を踏まえ、特に次に示す事項に係る作業手順の遵守等、工事の安全確保のための指

導を現場作業員に徹底するよう働きかける。

１）足場等の作業開始前点検の実施及び高所作業時の安全帯等の使用

２）火気使用作業時に必要な消火器等の準備及び適切な人員の配置

３）暴風雨等の災害、事故発生時の現場内での連絡体制の構築及び監督職員並びに消防等を

含む関係連絡先への速やかな通報

４）工事機材等を含む仮設資・機材の作業開始前点検及び適切な使用方法の遵守

４．工事事故防止に係る広報活動の推進

工事現場で請負者が行う工事事故防止の取組（事故ゼロ宣言等）について、看板等の設置な

どにより、現場作業員や周辺住民に周知することを安全協議会等において働きかける。

５．安全活動の評価

請負者から提出された、各種チェックリストの活用などの安全活動の創意工夫の成果を、工

事成績評定の判断材料の一つとする。


